
広報いちかわ　2014年（平成26年）6月7日　1％支援制度　特別号14

1 税金の使い道を選ぶことで、税についての関心を高める
2 自ら住む地域の街づくりに対する市民参加の意識を高める

　平成 19年度から、これまでの納税者に加え、
地域ポイントをお持ちの方も団体を選び市民活動
支援に参加出来るようになりました。
　また、納税者の選択できる団体数が 3団体以
内にまで拡大されるなど、多くの市民が団体支援
に参加できるよう制度を改正し、バージョンアッ
プした内容となっています（3団体選択した場合
は１％を3等分します）。

平成26年度「1％支援制度」
117団体が支援対象団体に決定

支援対象団体の分野別割合

目　的

これまでの改正点

平成２６年度の１％支援制度には１１８団体から事業の申請があり、
３月２４日に行われた市民活動団体支援制度審査会（学識経験者４
人、公募市民３人）での審議の結果、１１８団体が支援対象団体とな
りましたが、その後１団体が辞退したため、支援対象団体は１１７団体
となりました。

その内訳は、昨年度からの継続申請が１０４団体、今年初めての申
請が６団体、新規の事業を提案した団体が７団体でした。

支援対象団体の事業費の総額は、63,313,980円、申請額の総
額は18,908,320円でした。

審査会の様子
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10年目の

　団体ごとに集計された支援金
額などの結果を、市公式Web
サイトなどでお知らせします。
個々の市民がどの団体を選ん
だかは公表しません。

団体支援の結果は
8月に公表
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【勤めている方】
（平成25年または26年度）
特別徴収税額の通知書の※25または26のどちらか

　に○をつけてください。

税金の使い道を選ぶ本制度は良い制度だと思いますか。 （　は　い　・　いいえ　・　どちらともいえない　）問 1

税への関心は高まりましたか。 （　は　い　・　いいえ　・　どちらともいえない　）問 2

今後も市民活動（ボランティア活動）への支援は重要だと思いますか。（　は　い　・　いいえ　・　どちらともいえない　）問 3

【自営業の方など】
（平成25年または26年度）特別徴収税額の通知書の通知書番号

支援したい団体が決まったら… 下記の説明を見ながら
必要事項を記入してください

【勤めている方】
（平成25年または26年度）
特別徴収税額の通知書の

【自営業の方など】
（平成25年または26年度）特別徴収税額の通知書の通知書番号

締め切りは です。7月14日●月 消印有効

●家族のなかに納税者が2人以上いる場合は、裏面（16面）の上段にある2人目用、3人目用の用紙に記入して、1人目用の封筒に同封してください。
●同じ人が2回以上選択届け出をした場合は無効になります。
●支援対象団体等選択届出書（郵送用）にあるアンケートにご協力ください。

記入方法

1
3

6

4

5

支援したい団体が決まっ
た方は、「支援したい団

体を選択する」の□に　チェック
してください。

団体を選択せずに市民活動団体支援基金を支
援することもできます。その場合は「基金に積み立

てることを選択する」の□に　チェックしてください。

あなたの住所、氏名（フリガナ）、生年月日、電話
番号を記入してください。

自営業の方などで、平成25年度または26年度
市民税 • 県民税納税通知書（2面の見本1）をお

持ちの場合は、通知書の右上にある「普通徴収通知書
番号」を右詰めで記入してください。

給料から税額を差し引かれているお勤めの方で、
平成25年度または26年度市民税 • 県民税特別

徴収税額の決定通知書（2面の見本2）をお持ちの場合
は、通知書の右上にある「指定番号」と「個人番号」を右
詰めで記入してください。

2 この広報特別号の4面
から13面に掲載されて

いる団体から支援したい団体
を3つ以内で選んで、そのマス
の左上にある団体番号を記入し
てください。

＜必ずお読みください＞
団体への支援額を決定する
うえで、あなたの税額と納付
状況について確認するため、
承諾をいただくものです。

※4または 5はどちらか該当する方を記入してください。
※今年度は納税の必要がない方、あるいは締め切り日ま

でに通知書が届かない方でも、昨年度に納税されてい
る場合は、平成25年度の納税通知書などに記載され
た番号を記入してください。


